
特集特集

団
」
と
「
社
団
」
の
ど
ち
ら
か
に
分
か
れ
て
い
る
。

財
団
医
療
法
人
は
、
設
立
に
必
要
な
財
産
を
個
人
・

法
人
の
寄
付
や
無
償
譲
渡
で
設
立
す
る
も
の
で
、
社

団
医
療
法
人
は
、
主
に
複
数
人
か
ら
現
金
や
不
動
産

等
の
出
資
を
受
け
て
設
立
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
現

在
、
医
療
法
人
の
99
・
3
％
が
社
団
医
療
法
人
と
な

っ
て
い
る（
２
０
２
１（
令
和
３
）年
３
月
末
時
点
）。

　
社
団
医
療
法
人
の
う
ち
、
出
資
者
が
出
資
し
た
割

合
に
応
じ
て
払
戻
を
請
求
す
る
権
利
が
あ
る
法
人
を

「
持
分
あ
り
医
療
法
人
」、
払
戻
を
請
求
す
る
権
利
を

も
つ
出
資
者
が
い
な
い
法
人
を
「
持
分
な
し
医
療
法

人
」
と
い
う
。

　「
持
分
あ
り
医
療
法
人
」
に
つ
い
て
は
、
法
人
解

散
時
等
に
法
人
の
財
産
を
出
資
者
の
持
分
割
合
に
応

じ
て
分
配
可
能
（
剰
余
金
配
当
は
禁
止
）
で
あ
る
点

が
営
利
法
人
と
同
様
な
取
扱
い
で
あ
る
こ
と
、
出
資

者
の
死
亡
に
よ
り
相
続
税
を
支
払
う
必
要
が
生
じ
る

と
持
分
の
払
戻
請
求
が
行
わ
れ
、
医
業
継
続
へ
の
支

障
が
出
る
こ
と
等
（
図
表
１
）
か
ら
、２
０
０
６
（
平

成
18
）
年
の
医
療
法
改
正
で
２
０
０
７
（
平
成
19
）

年
4
月
1
日
以
後
の
新
設
は
で
き
な
く
な
り
、「
持

分
な
し
医
療
法
人
」
の
み
が
新
設
で
き
る
こ
と
と
な

　出資者が持分を持つ形態の「持分あり医療法人」は、
2007（平成19）年4月1日以後は新規の設立が
できなくなっていますが、まだ７割弱の法人が持分あ
り医療法人となっています。出資者の相続等の際に経
営を揺るがす場合もあり、国は「持分なし医療法人」
への移行促進策（税制優遇措置、低利融資等がある「持
分なし医療法人への移行計画の認定制度」）を実施し
ています。移行促進策の期間は、当初は2014（平
成26）年10月１日～2017（平成29）年9月
30日まででしたが、2017（平成29）年の医療
法改正で３年間、2021（令和３）年の医療法改正
でさらに３年間（2023（令和５）年9月30日まで）
延長されています。持分なし医療法人への移行を検討
する際の準備やポイント等をみていきます。

っ
た
。
こ
れ
は
、
残
余
財
産
の
帰
属
す
べ
き
者
を
国

等
に
限
定
し
、
医
療
法
人
の
非
営
利
性
の
徹
底
を
図

る
こ
と
を
目
的
と
し
た
法
改
正
で
あ
っ
た
。

　
な
お
、
２
０
０
６
（
平
成
18
）
年
時
点
で
存
在
し

て
い
た
持
分
あ
り
医
療
法
人
に
つ
い
て
は
「
当
分
の

間
」
持
分
あ
り
の
ま
ま
で
も
よ
く
、
持
分
な
し
医
療

法
人
へ
の
移
行
は
自
主
的
な
も
の
と
さ
れ
た
。

　
そ
の
後
、
２
０
１
４
（
平
成
26
）
年
に
行
わ
れ
た

医
療
法
改
正
で
は
、「
持
分
な
し
医
療
法
人
」
へ
の

移
行
促
進
策
と
し
て
認
定
医
療
法
人
制
度
が
創
設
さ

れ
、２
０
１
４
（
平
成
26
）
年
10
月
～
２
０
１
７
（
平

成
29
）年
9
月
ま
で
の
３
年
間
を
認
定
期
間
と
し
た
。

し
か
し
、
認
定
さ
れ
、
出
資
者
が
持
分
放
棄
し
て
持

分
な
し
医
療
法
人
へ
移
行
し
よ
う
と
し
て
も
、
医
療

法
人
へ
の
み
な
し
贈
与
税
が
非
課
税
に
な
る
か
ど
う

か
は「
役
員
数（
理
事
6
人
以
上
、監
事
2
人
以
上
）」、

「
医
療
機
関
の
名
称
が
、
都
道
府
県
が
作
成
す
る
医

療
計
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
」、「
役
員
等
の
う

ち
、
親
族
・
特
殊
の
関
係
が
あ
る
者
は
3
分
の
1
以

下
で
あ
る
こ
と
」
等
の
国
税
庁
通
達
に
定
め
る
要
件

を
税
務
署
が
個
別
判
断
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
こ

と
か
ら
、
制
度
の
利
用
は
あ
ま
り
進
ま
な
か
っ
た
。

認
定
医
療
法
人
制
度
の

認
定
期
間
を
再
度
延
長

　
医
療
法
人
は
、
法
人
の
実
態
に
よ
る
区
分
で
「
財

持
分
な
し
医
療
法
人
へ
の

移
行
促
進
策
の
延
長
は

２
０
２
３（
令
和
５
）年
９
月
ま
で
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す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
運
営
要
件
を
６
年
間
維
持

す
る
必
要
が
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
制
度
を
利
用
す
る
認
定
医
療
法
人
と
、

そ
の
持
分
を
有
す
る
出
資
者
・
相
続
人
は
、
移
行
計

画
の
達
成
や
移
行
後
の「
持
分
な
し
医
療
法
人
」の
運

営
の
安
定
に
向
け
た
助
言
、
指
導
、
資
金
の
融
通
の

あ
っ
せ
ん
等
の
援
助
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

　
そ
こ
で
、
２
０
１
７
（
平
成
29
）
年
の
医
療
法
改

正
で
は
、
認
定
医
療
法
人
制
度
の
要
件
を
8
つ
の
運

営
に
関
す
る
要
件
に
整
理
し
直
し
（
4
頁
図
表
２
）、

医
療
法
人
に
課
さ
れ
る
み
な
し
贈
与
税
を
非
課
税
と

す
る
仕
組
み
を
加
え
た
う
え
で
、
認
定
期
間
を
２
０

２
０
（
令
和
2
）
年
9
月
ま
で
延
長
し
た
。

　
こ
の
改
正
の
最
大
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
非
課
税
と
な

る
か
ど
う
か
の
判
定
が
税
務
署
の
個
別
判
断
だ
っ
た

２
０
１
７
（
平
成
29
）
年
9
月
ま
で
と
異
な
り
、
厚

生
労
働
大
臣
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

非
課
税
が
確
定
す
る
仕
組
み
と
な
っ
た
点
で
あ
ろ

う
。

　
な
お
、認
定
医
療
法
人
制
度
で
は
移
行
後
６
年
間
、

「
運
営
の
状
況
に
関
す
る
報
告
書
」を
提
出（
年
1
回
）
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純資産が増えた場合の持分の評価額増加のイメージと影響図表1

　「持分」とは、「定款の定めるところにより、出資額に応じて払戻し又は残余財産の分配
を受ける権利」（平成26年改正医療法附則）のこと。
　持分割合は、当初の出資額の比率割合に応じて決定されるため、設立時の出資額は数
百万円であったとしても、年月の経過により数億円に増加していることも少なくない。残
余財産・払戻しにおいては、その時点の法人資産が、持分割合に応じて分配される。

＜直接的な影響＞持分の払戻請求権の存在
　持分を有する出資者Ａは、退社時に医療法人に対して自己の持分に相当する財産の払戻
しを求めることができる。その場合、医療法人に９億円の支払い義務が生じることとなる。

＜間接的な影響＞相続税、贈与税による影響　
　持分を相続したことによる多額の相続税の納税または回避のため、払戻請求権の行使ま
たは持分の放棄を行う。
　①出資者Ａが死亡し、相続が開始した場合→相続人による払戻請求が発生

　②出資者Ａが持分を放棄した場合→残存出資者に贈与税課税のリスクが発生

例

→ 資産が50倍に増加
持分も50倍に増加

出 資 者 Ａ
出 資 者 Ｂ
出 資 者 Ｃ

1,800万円
600万円
600万円

90,000万円
30,000万円
30,000万円

設 立 時 現　　在

　③�すべての出資者が持分を放棄した場合→医療法人に贈与があったとみなされ、一定の
要件を満たさなければ医療法人が贈与税を支払うこととなる

※図表1…「持分の定めのない医療法人への移行認定制度の概要」（令和3年6月1日）より
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